
よくある質問㉑

（答21-1）

会社から離職票が届いていなくて

も、説明会と失業の認定日には必ず

来所してください。

失業の認定日に来所しない場合、

前回の認定日（初回は受給資格決定

日）から当該認定日までの期間は不

認定となり、給付が受けられません。

離職票は入手次第、速やかにハ

ローワーク那覇雇用保険給付課に提

出してください。提出が遅れると、

給付の開始が遅れる場合があります。

※提出された離職票を審査した結果、受給資格がな

いとなった場合、失業保険の手続きは遡って取消し

となります。あらかじめご了承ください。

問21-1 仮手続き中で、説明会・

認定日までに離職票が届かない場

合、どうしたらいいですか。



（答21-2）

はい。不備書類を提出する際は、

直接2階給付課までお越しください。

不備書類を提出しに来所される場

合は、手続き時に配付した「雇用保

険受給資格者のしおり」も必ず持参

して２階給付課の受付で提示をして

ください。

問21-2 不備書類を持参する際

は、１階へは寄らず直接２階給

付課へもってきてもいいので

しょうか。

不備書類を提出さ
れる際は、こちら
の「しおり」を必
ず持参してくださ
い



（答21-3）

もし、不備書類が顔写真２枚だけ

（※）であれば、２階の受付で受け取る

だけになりますので、原則待ち時間

は発生しません。

その代わり、提出する前にご自宅

で顔写真２枚の裏面に氏名（カタカ

ナ）、生年月日を黒のボールペンで

書いて提出をお願いします。

（※）不備書類の中に離職票やキャッシュカードな

どが含まれている場合は、窓口での確認が必要にな

りますので、待ち時間が発生します。あらかじめご

了承ください。

問21-3 マイナンバーカードを

作っていないため、顔写真２枚

を持参するよう言われました。

顔写真だけの提出でも待ち時

間が発生するのでしょうか。
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